
２ 推進体制 

 ①浜松市男女共同参画審議会 

   市長の附属機関として男女共同参画の推進に関する重要事項を調査審議す

るとともに、必要に応じて、施策や事業の提言を行います。 

 ②男女共同参画推進リーダー 

   市役所庁内の各課が男女共同参画の意義を主体的にとらえ、所管する業務に

おいて男女共同参画の視点を反映させていくため、各課に一人ずつ「男女共同

参画推進リーダー」となる職員を配置し、全庁横断的な男女共同参画の推進に

努めます。 

 ③浜松市男女共同参画・文化芸術活動推進センター 

男女共同参画の推進を図るため、浜松市男女共同参画・文化芸術活動推進セ

ンター「あいホール」の機能を充実させ、市民の活動支援や男女共同参画に関

する事業を幅広く実施します。 
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